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日航の退職強要に損害賠償命令 

契約制客室乗務員の不当な雇止め。この雇止めは経営破綻後の第一次希望退職（特別早期退職）の

募集とほぼ同時期に強行されました。不当解雇撤回裁判に先立ち地裁に提訴。現在 148 名の JAL 不当

解雇撤回争議団とともに、現職復帰を目指して闘っています。判決後 CCU は、争議の自主決に向けトッ

プ交渉を申し入れています。不当解雇撤回闘争とともに、ご支援をお願いします。 

ＪＡＬ契約制客室乗務員雇止め裁判 
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